
大阪府知事

 公表日

 評価実施機関名

[令和７年５月　様式２]

  令和8年2月18日

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

大阪府は、生活保護の決定及び実施等に関する事務における特定個人
情報ファイルの取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人の
プライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個
人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切
な措置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組ん
でいることを宣言する。

特記事項

・本事務において用いるシステムの利用にあたっては、内部による不正利用の防止のため、システ
ム操作者に守秘義務を課し、ＩD及びパスワードによるアクセス制限、利用可能端末の制限、システ
ム操作者の使用記録を保存する等の対策を講じる。
・外部からの当該システムに対するアクセスを制限し、責任者の許可がある場合を除き、外部への
情報資産の送付及び持ち出し並びに外部における情報処理作業を禁止する等、情報漏えいに対
する対策を講じる。
・当該システムの維持管理等を外部事業者に委託する際には、当該事業者との契約において大阪
府個人情報保護条例に基づく個人情報取り扱い特記事項を締結し、当該事業者に対し、個人情報
の保護のための措置を講じること等を義務付ける。

7
生活保護の決定及び実施等に関する事務についての基
礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言



 ３．個人番号の利用

 法令上の根拠

○番号法第9条第1項　別表　23の項
○番号法別表の主務省令で定める事務を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第5号）第15条
○大阪府行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例（平成27年11月2
日条例85号）第3条
〇番号法第九条第１項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令（令和７年デジタ
ル庁・総務省令第12号）　表一の項

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

3) 未定

 ②法令上の根拠

（情報提供）
○番号法第19条第８号及び番号法第19条第８号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令（令
和６年デジタル庁・総務省令第９号）第２条
13，14，18，20、28，37，40，42，48，49，53，59，63，69，74，75，76，86，87，89，96，108，125，132，
141，144，151，155，158，161，167，168，169，170，171，172の項

（情報照会）
○番号法第19条第８号及び番号法第19条第８号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令（令
和６年デジタル庁・総務省令第９号）第２条
42，43の項
○番号法第19条第９号

 ①実施の有無

＜選択肢＞

[ 実施する ]
1) 実施する

2) 実施しない

Ⅰ　関連情報

 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 生活保護の決定及び実施等に関する事務

 ②事務の概要

 ③システムの名称
生活保護システム、統合宛名システム、中間サーバー、住民基本台帳ネットワークシステム、医療保
険者等向け中間サーバー等

 ２．特定個人情報ファイル名

生活保護受給者情報ファイル

【概要】
生活保護法に基づき、同法に定める生活に困窮する者に対して、保護の決定及び実施等に関する事
務を行う。

【具体的内容】
①保護の実施に関する事務
②保護の開始若しくは保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請
に対する応答に関する事務
③職権による保護の開始又は職権による保護の変更に関する事務
④保護の停止又は廃止に関する事務
⑤生活保護法第29条第1項の資料の提供等の求めに関する事務
⑥就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対す
る応答に関する事務
⑦進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対す
る応答に関する事務
⑧被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務
⑨保護に要する費用の返還に関する事務
⑩徴収金の徴収に関する事務
⑪医療扶助のオンライン資格確認に関する事務



 ５．評価実施機関における担当部署

 ①部署 福祉部地域福祉推進室

 連絡先

福祉部地域福祉推進室社会援護課　生活保護調整グループ
〒540-8570　大阪市中央区大手前２丁目　大阪府庁別館１階
電話番号　06-6944-6667（直通）

大阪府箕面子ども家庭センター生活福祉課
〒562-0036　箕面市船場西三丁目８番２２号　箕面市役所第二別館３階
電話番号　072－737-6858（直通）

大阪府富田林子ども家庭センター生活福祉課
〒584-0031　富田林市寿町２丁目６番１号（大阪府南河内府民センタービル内）
電話番号　0721-25-1131（代表）

大阪府貝塚子ども家庭センター生活福祉課
〒597-0072　貝塚市畠中１丁目１７番２号
電話番号　072-430-4321（直通）

 ②所属長の役職名 地域福祉推進室長

 ６．他の評価実施機関

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先

府民文化部府政情報室情報公開課　公文書総合センター（府政情報センター）
〒540-8570　大阪市中央区大手前２丁目　大阪府庁本館１階
電話番号　06-6944-8371（直通）

大阪府箕面子ども家庭センター生活福祉課
〒562-0036　箕面市船場西三丁目８番２２号　箕面市役所第二別館３階
電話番号　072－737-6858（直通）

大阪府富田林子ども家庭センター生活福祉課
〒584-0031　富田林市寿町２丁目６番１号（大阪府南河内府民センタービル内）
電話番号　0721-25-1131（代表）

大阪府貝塚子ども家庭センター生活福祉課
〒597-0072　貝塚市畠中１丁目１７番２号
電話番号　072-430-4321（直通）

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 適用した理由

 ９．規則第９条第２項の適用 ［ ］適用した



1) 500人以上 2) 500人未満

1) 発生あり 2) 発生なし

1,000人以上1万人未満 ]
2) 1,000人以上1万人未満

3) 1万人以上10万人未満

4) 10万人以上30万人未満

5) 30万人以上

Ⅱ　しきい値判断項目

 １．対象人数

 評価対象の事務の対象人数は何人か

＜選択肢＞

1) 1,000人未満（任意実施）

[

 いつ時点の計数か 令和6年11月1日 時点

 ２．取扱者数

 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か [ 500人未満 ]
＜選択肢＞

 いつ時点の計数か 令和6年11月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個
人情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし ]
＜選択肢＞

Ⅲ　しきい値判断結果

 しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる



＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

]

]

]

]

]

]

十分である

十分である

十分である

十分である

十分である

2)又は3)を選択した評価実施機関については、それぞれ重点項目評価書又は全項目評価書において、リスク対策の詳細が記
載されている。

基礎項目評価書

Ⅳ　リスク対策

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 ３．特定個人情報の使用

 不正な提供・移転が行われ
るリスクへの対策は十分か

 [

］接続しない（提供）

 [ ]十分である

 １．提出する特定個人情報保護評価書の種類

＜選択肢＞

[ ]

1) 基礎項目評価書

2) 基礎項目評価書及び重点項目評価書

3) 基礎項目評価書及び全項目評価書

 不正な提供が行われるリス
クへの対策は十分か

 目的外の入手が行われるリ
スクへの対策は十分か

 [

[

 [

 [

］接続しない（入手）［ ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

 ２．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

］提供・移転しない

 委託先における不正な使用
等のリスクへの対策は十分か

 目的を超えた紐付け、事務
に必要のない情報との紐付け
が行われるリスクへの対策は
十分か

 権限のない者（元職員、アク
セス権限のない職員等）に
よって不正に使用されるリス
クへの対策は十分か

 [

］委託しない［ ○ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

［ ５．特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

［



＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

＜選択肢＞

1) 特に力を入れて行っている

2) 十分に行っている

3) 十分に行っていない

＜選択肢＞

 1)　目的外の入手が行われるリスクへの対策

 2)　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスクへの対策

 3)　権限のない者によって不正に使用されるリスクへの対策

 4)　委託先における不正な使用等のリスクへの対策

 5)　不正な提供・移転が行われるリスクへの対策(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。)

 6)　情報提供ネットワークシステムを通じて目的外の入手が行われるリスクへの対策

 7)　情報提供ネットワークシステムを通じて不正な提供が行われるリスクへの対策

 8)　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクへの対策

 9)　従業者に対する教育・啓発

＜選択肢＞

1) 特に力を入れている

2) 十分である

3) 課題が残されている

十分に行っている 従業者に対する教育・啓発

 10．従業者に対する教育・啓発

 実施の有無

] [

[ ○

 当該対策は十分か【再掲】  [ 十分である ]

 最も優先度が高いと考えら
れる対策

 判断の根拠

・生活保護に関連する事務においては、特定個人情報に関する安全管理措置を以下のとおりとってい
る。
① ユーザ認証の管理を行っている。
② アクセス権限の発効・失効の管理を行っている。
③ アクセス権限の管理を行っている。

 3)　権限のない者によって不正に使用されるリスクへの対策

 11．最も優先度が高いと考えられる対策 ［ ］全項目評価又は重点項目評価を実施する

 [ ]

]十分である

 ９．監査

 ７．特定個人情報の保管・消去

 特定個人情報の漏えい・滅
失・毀損リスクへの対策は十
分か

 人為的ミスが発生するリスク
への対策は十分か

 [ 十分である

］人手を介在させる作業はない

 判断の根拠

・住民基本台帳ネットワークシステム照会により、マイナンバーを取得するのではなく、原則、申請者か
らマイナンバーの提供を受け、そのうえで記載されたマイナンバーの真正性を確認している。
・申請者からマイナンバーを取得できない場合に、住民基本台帳ネットワークシステム照会を行い、４
情報または住所を含む３情報による照会を行っている。
・登録の際には、複数人での確認を行ったうえで登録を行っている。

]

 ８．人手を介在させる作業 ［

］　内部監査 [

 [

 [ ○ ］　自己点検 ］　外部監査



人事異動による所属長の変
更

平成29年4月25日 Ⅰの７の請求先

府民文化部府政情報室情報公開課　公文書
総合センター（府政情報センター）
〒540-8570　大阪市中央区大手前２丁目　大
阪府庁本館１階
電話番号　06-6944-6066（直通）

府民文化部府政情報室情報公開課　公文書
総合センター（府政情報センター）
〒540-8570　大阪市中央区大手前２丁目　大
阪府庁本館５階
電話番号　06-6944-8371（直通）

事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成29年4月25日 Ⅰの５の②所属長 地域福祉推進室長　山本　譲 地域福祉推進室長　福本 泰延 事後

公文書総合センターの移転
に伴う変更

平成31年2月28日 Ⅰの５の②所属長 地域福祉推進室長　福本 泰延 地域福祉推進室長 事後 様式変更による氏名の削除

平成31年2月28日 Ⅳリスク対策 ― 評価書記載のとおり 事後 様式改正による追加

令和3年4月26日 Ⅰの７の請求先

大阪府岸和田子ども家庭センター　生活福祉
課
〒596-0043　岸和田市宮前町７番３０号
電話番号　072-441-2760（直通）

大阪府岸和田子ども家庭センター　生活福祉
課
〒597-0072　貝塚市畠中１丁目１８番８号　貝
塚市保健・福祉合同庁舎３階
電話番号　072-430-4321（直通）

事後
岸和田子ども家庭センター生
活福祉課の移転に伴う変更

令和3年4月26日 Ⅰの８の連絡先

福祉部地域福祉推進室社会援護課　生活支
援グループ
〒540-8570　大阪市中央区大手前２丁目　大
阪府庁別館８階
電話番号　06-6944-6667（直通）

福祉部地域福祉推進室社会援護課　生活保
護調整グループ
〒540-8570　大阪市中央区大手前２丁目　大
阪府庁別館８階
電話番号　06-6944-6667（直通）

事後 組織改編に伴う変更

令和3年4月26日 Ⅰの８の連絡先

大阪府岸和田子ども家庭センター　生活福祉
課
〒596-0043　岸和田市宮前町７番３０号
電話番号　072-441-2760（直通）

大阪府岸和田子ども家庭センター　生活福祉
課
〒597-0072　貝塚市畠中１丁目１８番８号　貝
塚市保健・福祉合同庁舎３階
電話番号　072-430-4321（直通）

事後
岸和田子ども家庭センター生
活福祉課の移転に伴う変更

令和5年7月28日 Ⅰの７の請求先

府民文化部府政情報室情報公開課　公文書
総合センター（府政情報センター）
〒540-8570　大阪市中央区大手前２丁目　大
阪府庁本館５階
電話番号　06-6944-8371（直通）

府民文化部府政情報室情報公開課　公文書
総合センター（府政情報センター）
〒540-8570　大阪市中央区大手前２丁目　大
阪府庁本館１階
電話番号　06-6944-8371（直通）

事後
公文書総合センターの移転
に伴う変更

令和5年7月28日 Ⅰの１の②の事務の概要

【具体的内容】
・生活保護申請書の受理、訪問調査、資産調
査及び決定（却下）通知
・生活保護費の支給
・生活保護の変更、廃止及び停止
・就労自立給付金及び進学準備給付金支給申
請書の受理、審査及び決定等の事務
・就労自立給付金及び進学準備給付金の支給
・保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収
・家庭訪問を行い、自立へ向けて受給世帯の
状態に応じた様々な支援を行う。

特定個人情報ファイルは、上記事務に係る要
保護者（被保護者含む）の本人確認、状況把
握に用いる。
（１）要保護者（被保護者含む）の提出書類等
（関係機関からの情報を含む）に記載された個
人情報の確認
（２）情報提供ネットワークシステムを利用した
他機関との情報連携

【具体的内容】
①保護の実施に関する事務
②保護の開始若しくは保護の変更の申請の受
理、その申請に係る事実についての審査又は
その申請
に対する応答に関する事務
③職権による保護の開始又は職権による保護
の変更に関する事務
④保護の停止又は廃止に関する事務
⑤生活保護法第29条第1項の資料の提供等の
求めに関する事務
⑥就労自立給付金の支給の申請の受理、そ
の申請に係る事実についての審査又はその申
請に対す
る応答に関する事務
⑦進学準備給付金の支給の申請の受理、そ
の申請に係る事実についての審査又はその申
請に対す
る応答に関する事務
⑧被保護者健康管理支援事業の実施に関す
る事務
⑨保護に要する費用の返還に関する事務
⑩徴収金の徴収に関する事務
⑪医療扶助のオンライン資格確認に関する事
務

事前 事務の見直し又は追加

令和5年7月28日 Ⅰの１の③のシステムの名称
生活保護システム、統合宛名システム、中間
サーバー、住民基本台帳ネットワークシステム

生活保護システム、統合宛名システム、中間
サーバー、住民基本台帳ネットワークシステ
ム、医療保険者等向け中間サーバー等

事前
事務の追加によるシステム名
の追加

令和5年7月28日 Ⅰの３の法令上の根拠

○番号法第９条第１項　別表第一　１５の項
○番号法別表第一の主務省令で定める事務
を定める命令（平成２６年内閣府・総務省令第
５号）第１５条

○番号法第９条第１項　別表第一　１５の項
○番号法別表第一の主務省令で定める事務
を定める命令（平成２６年内閣府・総務省令第
５号）第１５条
○大阪府行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用に関する条例（平成27
年11月2日条例85条）第３条

事後 庁内連携の根拠を追記



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和5年7月28日 Ⅰの４の②の法令上の根拠

○情報照会に係る根拠
番号法第１９条第７号　別表第二　２６の項
番号法別表第二の主務省令で定める事務及
び情報を定める命令（平成２６年内閣府・総務
省令第７号）
第１９条
○情報提供に係る根拠
番号法第１９条第７号　別表第二
９の項、１０の項、１４の項、１６の項、２４の
項、２６の項、２７の項、２８の項、３０の項、３１
の項、５０の項、５４の項、６１の項、６２の項、
６４の項、７０の項、８７の項、９０の項、９４の
項、１０４の項、１０６の項、１０８の項、１１６の
項、１２０の項
番号法別表第二の主務省令で定める事務及
び情報を定める命令（平成２６年内閣府・総務
省令第７号）
第８条第１号イ・第２号イ、第９条第１号イ・第２
号イ・第３号イ、第１１条第１号、第１２条第１号
ヘ・第２号イ・第３号ホ・第４号、第１７条第１
号、第１９条第１号イ及びチ・第２号から第５
号、第２０条第４号から第７号・第９号ロ・第１０
号、第２１条第１号ハ・第４号・第５号・第７号か
ら第９号、第２２条第２号から第５号・第７号・第
９号・第１０号、第２８条第１号ハ・第２号から第
５号・第７号から第９号、第３２条第１号イ・第２
号イ、第３３条第３号、第３５条第１号、第３９条
第１号、第４４条第１号チ・第２号から第５号、
第４７条第１項第２号イ・第３号イ・第４号イ・第
５号イ・第６号イ・第７号イ・第８号イ・第９号イ・
第１０号イ・第１１号イ、第５２条、第５３条第１
号ハ・第２号ハ・第３号ハ、第５５条第１号イ・第
２号イ・第３号イ・第４号イ
※番号法第１９条第７号　別表第二　３０の項、
５０の項、９０の項、１１６の項、１２０の項にか
かる主務省令は未制定

○番号法第19条第8号（特定個人情報の提供
の制限）及び別表第二
（別表第二における情報提供の根拠）
9、10、14、16、18、20、24、26、27、28、30、
31、
37、38、42、50、53、54、61、62、64、70、87、
90、94、104、106、108、113、116、120の項
（別表第二における情報照会の根拠）
26の項

○番号法別表第二の主務省令で定める事務
及び情報を定める命令
（主務省令における情報提供の根拠）
第8条、第9条、第11条、第12条、第13条、
第14条、第17条、第19条、第20条、第21条、
第22条、第23条、第24条、第25条、第26条の
4、
第27条、第28条、第32条、第33条、第35条、
第39条、第44条、第47条、第52条、第53条、
第55条、第58条、第59条の2の2、第59条の3
（主務省令における情報照会の根拠）
第19条

事後
番号法の改正等による条文
の変更、追加

令和5年7月28日
Ⅱの1の対象人数
いつ時点の計数か

令和2年4月１日時点 令和5年2月１日時点 事後 時点修正

令和5年7月28日
Ⅱの1の対象人数
いつ時点の計数か

令和2年5月１3日時点 令和5年4月30日時点 事後 時点修正

令和5年9月22日
Ⅱの2の取扱者数
特定個人情報ファイル取扱者

500人以上 500人未満 事後 時点修正

令和6年6月7日 Ⅰの７の請求先

大阪府池田子ども家庭センター　生活福祉課
〒563-0041池田市満寿美町９－１７
電話番号　072-752-6287（直通）

大阪府岸和田子ども家庭センター生活福祉課
〒597-0072　貝塚市畠中１丁目１８番８号　貝
塚市保健・福祉合同庁舎３階
電話番号　072-430-4321（直通）

大阪府箕面子ども家庭センター生活福祉課
〒562-0036　箕面市船場西三丁目８番２２号
箕面市役所第二別館３階
電話番号　072－737-6858（直通）

大阪府貝塚子ども家庭センター生活福祉課
〒597-0072　貝塚市畠中１丁目１７番２号
電話番号　072-430-4321（直通）

事後
池田子ども家庭センター及び
岸和田子ども家庭センターの
移転に伴う組織名称の変更

令和6年6月7日 Ⅰの８の連絡先

大阪府池田子ども家庭センター　生活福祉課
〒563-0041池田市満寿美町９－１７
電話番号　072-752-6287（直通）

大阪府岸和田子ども家庭センター生活福祉課
〒597-0072　貝塚市畠中１丁目１８番８号　貝
塚市保健・福祉合同庁舎３階
電話番号　072-430-4321（直通）

大阪府箕面子ども家庭センター生活福祉課
〒562-0036　箕面市船場西三丁目８番２２号
箕面市役所第二別館３階
電話番号　072－737-6858（直通）

大阪府貝塚子ども家庭センター生活福祉課
〒597-0072　貝塚市畠中１丁目１７番２号
電話番号　072-430-4321（直通）

事後
池田子ども家庭センター及び
岸和田子ども家庭センターの
移転に伴う組織名称の変更

令和8年2月18日 Ⅰの３の法令上の根拠

○番号法第9条第1項　別表第一　15の項
○番号法別表第一の主務省令で定める事務
を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第5
号）第15条
○大阪府行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用に関する条例（平成27
年11月2日条例85条）第3条

○番号法第9条第1項　別表　23の項
○番号法別表の主務省令で定める事務を定
める命令（平成26年内閣府・総務省令第5号）
第15条
○大阪府行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用に関する条例（平成27
年11月2日条例85号）第3条
〇番号法第九条第１項に規定する準法定事務
及び準法定事務処理者を定める命令（令和７
年デジタル庁・総務省令第12号）　表一の項

事後
番号法の改正等による条文
の変更、追加



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和8年2月18日 Ⅰの４の②の法令上の根拠

○番号法第19条第8号（特定個人情報の提供
の制限）及び別表第二
（別表第二における情報提供の根拠）
9、10、14、16、18、20、24、26、27、28、30、
31、37、38、42、50、53、54、61、62、64、70、
87、90、94、
104、106、108、113、116、120の項
（別表第二における情報照会の根拠）
26の項

○番号法別表第二の主務省令で定める事務
及び情報を定める命令
（主務省令における情報提供の根拠）
第8条、第9条、第11条、第12条、第13条、第14
条、第17条、第19条、第20条、第21条、第22
条、第23
条、第24条、第25条、第26条の4、第27条、第
28条、第32条、第33条、第35条、第39条、第44
条、第47
条、第52条、第53条、第55条、第58条、第59条
の2の2、第59条の3
（主務省令における情報照会の根拠）
第19条

（情報提供）
○番号法第19条各号及び番号法第19条第８
項に基づく利用特定個人情報の提供に関する
命令（令和６年デジタル庁・総務省令第９号）第
２条
13，14，18，20、28，37，40，42，48，49，53，
59，63，69，74，75，76，86，87，89，96，108，
125，132，141，144，151，155，158，161，167，
168，169，170，171，172の項

（情報照会）
○番号法第19条第８号及び番号法第19条第８
項に基づく利用特定個人情報の提供に関する
命令（令和６年デジタル庁・総務省令第９号）第
２条
42，43の項
○番号法第19条第９号

事後
番号法の改正等による条文
の変更、追加

令和8年2月18日 Ⅳ８人手を介在させる作業

十分である

判断の根拠
・住民基本台帳ネットワークシステム照会によ
り、マイナンバーを取得するのではなく、原則、
申請者からマイナンバーの提供を受け、そのう
えで記載されたマイナンバーの真正性を確認
している。
・申請者からマイナンバーを取得できない場合
に、住民基本台帳ネットワークシステム照会を
行い、４情報または住所を含む３情報による照
会を行っている。
・登録の際には、複数人での確認を行ったうえ
で登録を行っている。

事後 様式の変更に伴う追加

令和8年2月18日
Ⅳ１１最も優先順位が高いと
考えられる対策

 3)　権限のない者によって不正に使用されるリ
スクへの対策

判断の根拠
・生活保護に関連する事務においては、特定
個人情報に関する安全管理措置を以下のとお
りとっている。
① ユーザ認証の管理を行っている。
② アクセス権限の発効・失効の管理を行って
いる。
③ アクセス権限の管理を行っている。

事後 様式の変更に伴う追加


